
継続的に実施可能かつ効率的な統制が必要
 ● 2年目以降も内部統制の運用を継続していけますか？
 ●内部統制の成果を法対応以外にも有効活用できていますか？

「毎年の監査を切り抜けること」だけを考えた内部統制の整備は、その場その場の対応となりがちで、業務効率を必要以上に下げてしまう傾向があり
ます。本当に必要な統制は何かを考え、継続的に運用可能な仕組みを構築しなければ、無駄な費用を積み重ね、無理な運用を受け入れ続けることになっ
てしまいます。
無駄な統制を排除し、適切で確実な統制環境の構築を短期間で整備することが必要です。富士通総研では、数多くの実践プロジェクトノウハウを活用
して、お客様の内部統制強化をあらゆる側面から支援いたします。

内部統制文書の強化、コントロールの軽量化・適正化を支援

リスク・コントロール評価支援サービス

こんなことでお困りではありませんか？
・文書化、整備評価が遅れているので加速させたい。
・文書化、評価の品質を確認したい。
・不備改善方法が分からない。しかるべき統制を知りたい。
・効率的な業務フローやIT運用に改善したい。

お客様の課題を解決します
・高品質な内部統制文書でスムーズな監査対応！
・短期間で最適な統制設計を実現！
・J-SOX対応の投資効果を改善！

TO-BEチェック
（GAP分析）

お客様の
既存RC文書

実践経験に基づく
リスク・統制の好事例DB
（業務プロセス、IT全般統制など）

コンサルツール

AS-ISチェック
（統制表現の
書きぶりなど） 統制整備計画

（不備改善計画）

業務・決算プロセス統制DB IT全般統制事例DB

※本サービスは事例DBを用いた高度化支援サービス
であり、事例DBそのものを提供するサービスでは
ございません。

No. サブプロセ
ス

アクティビティ 統制目標 一般コント
ロール

FSC.M
R.001

会計方針と
手続きの検
討

重要な会計方
針の決定

FSC.DB.001
FSC.DB.002
FSC.DB.023
FSC.DB.036
FSC.DB.038
FSC.DB.039

FSC.M
R.002

会計方針と
手続きの検
討

重要な会計方
針の決定

FSC.DB.002
FSC.DB.003
FSC.DB.024

FSC.M
R.003

会計方針と
手続きの検
討

担当者の会計
知識

FSC.DB.006

No 具体的な統制手続き（一般例）

FSC.DB
.001

FSC.DB
.002

FSC.DB
.003

FSC.DB
.004

No. サブプロセ
ス

アクティビティ 統制目標 一般コント
ロール

FSC.M
R.001

会計方針と
手続きの検
討

重要な会計方
針の決定

財務諸表作成の方針や手続き
が整備され、適時更新されて
いる。

FSC.DB.001
FSC.DB.002
FSC.DB.023
FSC.DB.036
FSC.DB.038
FSC.DB.039

FSC.M
R.002

会計方針と
手続きの検
討

重要な会計方
針の決定

連結グループとして（親会社と
子会社間）の会計方針の整合
性がとれている。

FSC.DB.002
FSC.DB.003
FSC.DB.024

FSC.M
R.003

会計方針と
手続きの検
討

担当者の会計
知識

正しい決算を組むために必要
な知識が備わった担当者が割
り当てられている。

FSC.DB.006

No 具体的な統制手続き（一般例）

FSC.DB
.001

経理規程や経理業務マニュアルが整備されており、会計制度の変
更や業務の変更にあわせて適時更新されている。

FSC.DB
.002

親会社と子会社の採用している会計方針は整理されており、会計
方針の新規設定、変更の際の協議のプロセスが存在する。

FSC.DB
.003

決算期毎に連結PKGの入力や新規の会計方針の説明会等を親会
社から子会社に対して実施している。

FSC.DB
.004

勘定科目体系が整備され、子会社勘定科目から連結勘定科目へ
の組替手続きが明確となっている。また親会社の勘定科目から開
示用の勘定科目への組替手続きが明確となっている。

方方方 財務諸表作成の方針や手続き
が整備され、適時更新されて
いる。

方方方 連結グループとして（親会
子会社間）の会計方
性が

き
て

親会社と
会計方針の整合

性がとれている。

計計計 正しい決算を組むために必要
な知識が備わった担当者が割
り当てられている。

経理規程や経理業務マニュアルが整備されており、会計制度の変
や業務の変更にあわせて適時更新されている。

親会社と子会社の採用している会計方針は整理されており、会計
方針の新規設定、変更の際の協議のプロセスが存在する。

決算期毎に連結PKGの入力や新規の会計方針の説明会等を親会
社から子会社に対して実施している。

勘定科目体系が整備され、子会社勘定科目から連結勘定科目へ
の組替手続きが明確となっている。また親会社の勘定科目から開
示用の勘定科目への組替手続きが明確となっている。

経
更

リスク 統制目標 統制事例
高権限のID
が悪用・盗
用されるこ
とによって、
重要性の高
いシステム
資源におい
てセキュリ
ティ事故が
発生する

高権限のID
は､厳格に
管理されて
いる

・・・ ・・・ ・・・

利用部門 システム運用部門 システム開発部門 システム 業務フロー記述書・備考
＜ID申請＞
［10 ID登録申請］
処理

リスク
統制

［20 ID登録申請の承認］
処理

リスク不正な権限のIDが登録される。
統制

リスク不適切な承認者によって承認が行われる。
統制

＜ID登録作業＞
［30 ID登録作業］
処理

リスク

統制

利用者はIDを取得するために、必要な情報を
「ユーザID登録申請書」に記載する。
申請手続きで範囲を超える権限を誤って申請してしまう。
申請手続きを規程として整備している。（C10）

利用者の管理職は、「ユーザID登録申請書」の申請
内容の正確性・妥当性を確認してから、承認する。

アクセス権は職務内容に応じて設定している。（C20）

アカウント申請時の承認者が明確になっており、
申請書に正しい承認者の押印を受けている。（C21）
※マスタ管理の利用申請の場合は、システムオー
ナー部門の承認が必要な場合がある。

システム運用部門のID管理者は利用部門からの
「ユーザID登録申請書」に基き、登録作業を実施し、
結果を「ユーザID登録管理簿」に記入する。

未承認のアカウントが作成され、システムを不正
に利用される。
ID登録担当者の職務分離を明確にする。（システム
の日常運用に携わらない者が担当する。ID登録業
務の専任化）（C30）

ユーザID
登録管理簿

ユーザID
登録申請書

10 ID作成・権限
付与申請

ユーザID
登録申請書

20 ID作成・権限
付与申請の承認

ユーザID
登録申請書

30 ID登録作
業

C10

C20

C21

対象業務：一般／特権アカウント登録（ID作成、権限付与）
※アカウントの変更・削除業務もこれに準ずる。

システム
（管理メニュー）

C30

■高権限IDを定義し、権限およ
び使用者、使用手順を定める

■開発担当は本番環境へアクセ
スを禁止する、もしくは貸出
IDでのみ許可する。

■高権限ID使用リスクが大きい
場合は操作ログをとる。

■第三者が使用時及び定期的に
特権ID作業のログ確認を行う
■高権限IDのたな卸しを定期的
に行う。

■高権限IDのパスワードを定期
的に変更する。

内部統制の整備に多大な時間とコストを掛けているにも関わらず、
「リスクの抽出漏れ」や「非効率な統制」では、返って業務効率を低
下させてしまい今後の永続的な業務運用に支障を来たしてしまい
ます。
富士通総研では豊富なプロジェクト経験に基づいた網羅的なリス
ク・統制の好事例DBを活用し、お客様の業務環境に相応しい効率
的な統制環境作りを支援いたします。
初年度監査対応で非現実的な統制を設計してしまい実運用に支障
を来たしている、これから内部統制評価を行うが投資に見合う整
備を行いと考えている、など、リスク・コントロール評価支援サー
ビスをご利用いただくことで、短期間で最適な統制環境整備を実
現できます。

http://jp.fujitsu.com/group/fri/service/consulting/assurance/menu.html

サービスカタログ

内部統制コンサルティング
内部統制の高度化に向けた各種サービスで強い企業作りを支援します



海外拠点を含めた対応も支援可能

米国・カナダでの実践豊富な海外拠点支援サービス
スコーピングにより海外子会社が評価対象となった場合、以下のような課題が想定されます。

 ●グローバルで適用可能なJ-SOX対応ナレッジの体系化
 ●グローバルプロジェクトの全体管理および現地支援のための人材確保
 ●海外子会社管轄部門および子会社におけるキーマン育成

富士通総研では、グローバルプロジェクトの実践経験やグループ会社のACCELIA（*1）などを活用し
た現地支援により、グローバルなサポート力によるご支援が可能です。
*1：富士通コンサルティング・カナダのリスクマネジメント専業のコンサルティング部門。

お客様の企業経営に貢献
このほかにも多数の側面からお客様の企業経営を強化するためのお手伝いを行います。
内部統制整備作業にまだ着手されていないお客様への体制構築支援、スコーピング支援、文書化支援、また、一歩先を行く総合的なリスク管理支援など、
お困りのことがございましたらぜひご相談ください。

豊富なプロジェクト経験ノウハウを活用
豊富な内部統制プロジェクト経験を基に、網羅的な標準リスクとその統制、また、
好事例統制や代替統制（最適な統制が運用上実現できない場合）などのノウハウ
を集約し、お客様の内部統制評価を支援いたします。
これから整備を始めるお客様には、先行企業を支援する過程で生み出された豊富
な「知恵」が仕込まれた網羅的な好事例ノウハウをベースに、短期間で高品質な
統制環境の構築を実現します。また、既に内部統制整備を進められているお客様
には、好事例ノウハウをチェック項目として活用することで、リスクや統制の網
羅性分析および効率的な業務運用への改善を図ることが可能になります。
業務・決算プロセス統制においては、J-SOX対応において欠かせない決算プロセス
と、一般的な事業会社が対象とすることの多い、売上・売掛金、棚卸資産プロセ
スはもちろん、ほかのプロセスのリスク&統制についても多数事例を揃えており
ます。
一方、IT全般統制については、RCM（リスク・コントロール・マトリクス）だけで
は難解なリスクと統制について、主なIT業務の流れをフローチャートを用いて明
示することで、短期間で確実にご理解いただけます。また、このフローチャート
はお客様内部での意識合わせにもお使いいただけます。

日本本社主導の
グローバルプロジェクト

※Internal Eyesの名称の下に当社が提供する製品・サービスは、お客様の内部統制強化を支援することを目的としますが、金融商品取引法など
　の内部統制に関する法令など（いわゆる日本版SOX法）についてのお客様の遵守を保証するものではありません。

Internal Eyesは、富士通の内部統制強化支援ソリューションの総称です。

利用部門 システム運用部門 システム開発部門 システム 業務フロー記述書・備考
＜ID申請＞
［10 ID登録申請］
処理

リスク
統制

［20 ID登録申請の承認］
処理

リスク不正な権限のIDが登録される。
統制

リスク不適切な承認者によって承認が行われる。
統制

＜ID登録作業＞
［30 ID登録作業］
処理

リスク

統制

利用者はIDを取得するために、必要な情報を
「ユーザID登録申請書」に記載する。
申請手続きで範囲を超える権限を誤って申請してしまう。
申請手続きを規程として整備している。（C10）

利用者の管理職は、「ユーザID登録申請書」の申請
内容の正確性・妥当性を確認してから、承認する。

アクセス権は職務内容に応じて設定している。（C20）

アカウント申請時の承認者が明確になっており、
申請書に正しい承認者の押印を受けている。（C21）
※マスタ管理の利用申請の場合は、システムオー
　ナー部門の承認が必要な場合がある。

システム運用部門のID管理者は利用部門からの
「ユーザID登録申請書」に基き、登録作業を実施し、
結果を「ユーザID登録管理簿」に記入する。

未承認のアカウントが作成され、システムを不正
に利用される。
ID登録担当者の職務分離を明確にする。（システム
の日常運用に携わらない者が担当する。ID登録業
務の専任化）（C30）

ユーザID
登録管理簿

ユーザID
登録申請書

10 ID作成・権限
付与申請

ユーザID
登録申請書

20 ID作成・権限
付与申請の承認

ユーザID
登録申請書

開発依頼30 ID登録作
業

C10

C20

C21

対象業務：一般／特権アカウント登録（ID作成、権限付与）
※アカウントの変更・削除業務もこれに準ずる。

システム
（管理メニュー）

C30

ア
ウ
トプ

ッ
ト

プロセス整理
資料イ

ン
プ
ッ
ト

【Task2】
検証結果報告、
対応策の検討

【Task3-2】
統制効率化

【Task4】
実施結果
の検証

【Task0】
検証範囲
の選定

【Task1】
文書検証

【Task3-1】
個別不備改善

作
業

検証範囲
文書一覧

お
客
様
F
R
I

•検証範囲
の決定

•検証範囲
決定の助言

•検証シート
への記入

•検証シート記入
方法のレクチャー、
Q&A対応

検証シート
（フォーマット）

改善要
課題一覧

効率化対象
一覧

検証シート
（記入済）

検証シート
（記入済）

•検証中の
Q&A対応

•文書検証実施

改善要
課題一覧

効率化対象
一覧

•改善対応策の
検討

•検証結果報告

•改善検討への
助言

改善要課題
検討結果一覧

個別
改善施策

•不備改善の実施
（文書修正、統制
の設計・導入）

•進捗管理

•Q&A対応

•統制効率化
の実施

•進捗管理

•Q&A対応 •実施結果の
レビュー

•改善結果の
とりまとめ

個別個別業務プロセス
統制文書

個別
改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策
個別

改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策 個別
改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策
個別
改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策
改善結果
とりまとめ

レビュー結果個別個別業務プロセス
統制文書
個別個別業務プロセス

統制文書 個別
改善施策
個別
改善施策

業務プロセス
統制文書
改善施策
個別
改善施策
個別
改善施策

業務プロセス
統制文書

FRI作成資料

貴社作成資料

検証範囲
文書一覧

改善結果
とりまとめ

作業イメージ

Ｍ 国内

BP-A01-01：
取引先管理
（品目、価格
設定） ─

新規取引先との取引を開始するにあたり、社長は、「（nn） 社長稟議書[取引申
請書にあたる帳票名] 」を精査し、また信用情報等と照合することで、適切な取
引先であることを確認する。確認後、「（nn）社長稟議書」に押印する。

（リスクとして想定していない）

Ｍ 国内

BP-A01-01：

13

営業管理課担当者は、統合管理システムに登録された取引先基本情報と、
「（nn）正規店登録申請書」を参照し、申請書の内容が正確に入力されているこ
とおよび「（nn）正規店登録申請書」に承認印があることを確認する。確認後、[ど
のように証跡を残すか] する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

2

マーケティング推進部車種担当者及び単価設定管理担当者 は、最終確認とし
て、サンプリング検証を行う。サンプリングされたAシステム に登録されたデータ
と、「（nn）メンテナンスリスト」を照合し、「（nn）メンテナンスリスト」の内容が正確
かつ網羅的に登録されていること を、サンプリングしたデータの範囲で確認す
る。確認後、「（nn）メンテナンスリスト」に押印する。
訂正がある場合は、次月の月初第一稼働日に単価設定管理担当者が修正を
行う。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

6

営業管理課担当者は、マーケティング推進部より発信済の「（nn）車種別価格・
マージン表」より、該当車種の抽出、温寒価格差の差額を確認した上で、マス
ターに登録する。登録後、 登録した者以外の担当者が 、統合管理システムより
出力した「（nn）マスターメンテナンスリスト」と「（nn）車種別価格・マージン表」の
仕切価格を照合・検算し、「（nn）車種別価格・マージン表」の内容が正確かつ網
羅的に登録されていることを確認する。確認後、確認後、 [どのように証跡を残
すか]する。

（検討要）
現状業務では、本人が確認して
いるため無効。登録者以外が確
認することでコントロールとなる。

M 国内

BP-A01-01：

1

商品Ｇの車種担当責任者は、 [実施するタイミング]に「（nn）[申請したベース車
に対して、｢価格表｣に対応する仕様価格差計算をエクセルで算出する仕組]」
を参照し、ベース価格に加減算して算出した個別の単価情報に異常値がない
ことを確認する。確認後、 [どのように証跡を残すか] する。

M 国内

BP-A01-01：

9

登録者とは別の 営業企画部営業管理課担当者は、システムに入力した対策値
引データを、「（nn）対策マスターメンテナンスリスト」の出力結果と「（nn）対策値
引依頼書」と照合して、正確かつ網羅的に登録されていることを確認する。確認
後、[どのように証跡を残すか]する。本確認は、当該対策を摘要する納品請求
月の前月、内容が正確に反映するまで、複数回実施する。

（検討要）
現状業務では、本人が確認して
いるため無効。登録者以外が確
認することでコントロールとなる。

S 国内

BP-A01-01：

3

単価が未設定となっている場合は、出荷を行う際に [システム名称]より「出荷情
報エラーリスト」が出力される。
営業企画部営業管理課は単価設定部署へ登録を依頼する。（エラーリストの出

力）

S 国内
BP-A01-01：

─
[システム名称] でのマスタ登録時は 、二重入力はできない仕様となっている。

S 国内

BP-A01-01：

─

[実施者]は、登録後、特約店に対して「（nn）価格通知表」と「（nn）取得税税額表」
を送付することで価格を通知する。マスタの登録間違いがあった場合、出荷時
に発見される。

外部に依存しているため、単独で
はキーコントロールとなりにくい。
別のコントロールとの組み合わせ
が有効

改善要課題

コントロール記載例分類 ｻﾌﾞﾌﾟﾛｾｽ名
（ID含む）

ｺﾝﾄﾛｰﾙＮ
Ｏ．

貴社版のコントロール記載例

統制区分

検証シート

販売 売上
計上

マスタ管理

1

架空の得意先
を得意先マスタ
に登録する。

1.1

新規取引先との契約にあ
たって、承認手続に基づい
て、責任者が信用情報等
客観的資料と照合を行い、
取引先を承認する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：
取引先管理
（品目、価格
設定） ─

新規取引先との取引を開始するにあたり、社長は、「（nn）社長稟議書[取引申
請書にあたる帳票名]」を精査し、また信用情報等と照合することで、適切な取
引先であることを確認する。確認後、「（nn）社長稟議書」に押印する。

1.2

マスタの入力者は、アクセ
ス権で制御されている。

2

取引先マスタ
の
・二重登録
・誤り
（・登録漏れ）
が発生する。

2.1

マスタ登録後にプルーフリ
ストを出し、登録者以外の
者が、登録内容を確認す
る。

（リスクとして想定していない）

3

正当でない（正
式な承認手続
きを受けていな
い）与信限度や
取引条件が登
録される。

3.1

取引先マスタの登録後、出
力したプルーフリストと承認
書を照合し、承認された内
容が正確にマスタ登録され
ていることを確認する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

13

営業管理課担当者は、統合管理システムに登録された取引先基本情報と、
「（nn）正規店登録申請書」を参照し、申請書の内容が正確に入力されているこ
とおよび「（nn）正規店登録申請書」に承認印があることを確認する。確認後、[ど
のように証跡を残すか]する。

4

価格マスタの
・二重登録
・誤り
・登録漏れ（更
新漏れ）
が発生する。

4.1

マスタ登録後にプルーフリ
ストを出し、登録者以外の
者が、登録内容を確認す
る。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

2

マーケティング推進部車種担当者及び単価設定管理担当者は、最終確認とし
て、サンプリング検証を行う。サンプリングされたAシステムに登録されたデータ
と、「（nn）メンテナンスリスト」を照合し、「（nn）メンテナンスリスト」の内容が正確
かつ網羅的に登録されていることを、サンプリングしたデータの範囲で確認す
る。確認後、「（nn）メンテナンスリスト」に押印する。
訂正がある場合は、次月の月初第一稼働日に単価設定管理担当者が修正を
行う。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

6

営業管理課担当者は、マーケティング推進部より発信済の「（nn）車種別価格・
マージン表」より、該当車種の抽出、温寒価格差の差額を確認した上で、マス
ターに登録する。登録後、登録した者以外の担当者が、統合管理システムより
出力した「（nn）マスターメンテナンスリスト」と「（nn）車種別価格・マージン表」の
仕切価格を照合・検算し、「（nn）車種別価格・マージン表」の内容が正確かつ網
羅的に登録されていることを確認する。確認後、確認後、[どのように証跡を残
すか]する。

M 国内

BP-A01-01：

1

商品Ｇの車種担当責任者は、[実施するタイミング]に「（nn）[申請したベース車
に対して、｢価格表｣に対応する仕様価格差計算をエクセルで算出する仕組]」
を参照し、ベース価格に加減算して算出した個別の単価情報に異常値がない
ことを確認する。確認後、[どのように証跡を残すか]する。

M 国内

BP-A01-01：

9

登録者とは別の営業企画部営業管理課担当者は、システムに入力した対策値
引データを、「（nn）対策マスターメンテナンスリスト」の出力結果と「（nn）対策値
引依頼書」と照合して、正確かつ網羅的に登録されていることを確認する。確認
後、[どのように証跡を残すか]する。本確認は、当該対策を摘要する納品請求
月の前月、内容が正確に反映するまで、複数回実施する。

4.2

定期的に分析を行い、異常
値がないことを確認する。

S 国内

BP-A01-01：

3

単価が未設定となっている場合は、出荷を行う際に[システム名称]より「出荷情
報エラーリスト」が出力される。
営業企画部営業管理課は単価設定部署へ登録を依頼する。（エラーリストの出
力）

S 国内
BP-A01-01：

─
[システム名称]でのマスタ登録時は、二重入力はできない仕様となっている。

5

正当でない（正
式な承認手続
きを受けていな
い）価格マスタ
が登録される。 5.1

マスタの登録後、出力した
プルーフリストと承認書を
照合し、承認された内容が
正確にマスタ登録されてい
ることを確認する。 S 国内

BP-A01-01：

─

[実施者]は、登録後、特約店に対して「（nn）価格通知表」と「（nn）取得税税額表」
を送付することで価格を通知する。マスタの登録間違いがあった場合、出荷時
に発見される。

5.2

マスタの入力者は、アクセ
ス権で制御されている。

番号 コントロール記載例分類 ｻﾌﾞﾌﾟﾛｾｽ名
（ID含む）

ｺﾝﾄﾛｰﾙＮ
Ｏ．

貴社版のコントロール記載例

業務内容 コントロール内容（例）リスク内容

財務報告の観点から見たリスク、コントロールの対応関係
（一般事例）

番号 統制区分

改善要課題一覧
（アウトプットイメージ）

（IT全般統制フローチャート）

利用部門 システム運用部門 システム開発部門 システム 業務フロー記述書・備考
＜ID申請＞
［10 ID登録申請］
処理

リスク
統制

［20 ID登録申請の承認］
処理

リスク不正な権限のIDが登録される。
統制

リスク不適切な承認者によって承認が行われる。
統制

＜ID登録作業＞
［30 ID登録作業］
処理

リスク

統制

利用者はIDを取得するために、必要な情報を
「ユーザID登録申請書」に記載する。
申請手続きで範囲を超える権限を誤って申請してしまう。
申請手続きを規程として整備している。（C10）

利用者の管理職は、「ユーザID登録申請書」の申請
内容の正確性・妥当性を確認してから、承認する。

アクセス権は職務内容に応じて設定している。（C20）

アカウント申請時の承認者が明確になっており、
申請書に正しい承認者の押印を受けている。（C21）
※マスタ管理の利用申請の場合は、システムオー
　ナー部門の承認が必要な場合がある。

システム運用部門のID管理者は利用部門からの
「ユーザID登録申請書」に基き、登録作業を実施し、
結果を「ユーザID登録管理簿」に記入する。

未承認のアカウントが作成され、システムを不正
に利用される。
ID登録担当者の職務分離を明確にする。（システム
の日常運用に携わらない者が担当する。ID登録業
務の専任化）（C30）

ユーザID
登録管理簿

ユーザID
登録申請書

10 ID作成・権限
付与申請

ユーザID
登録申請書

20 ID作成・権限
付与申請の承認

ユーザID
登録申請書

開発依頼30 ID登録作
業

C10

C20

C21

対象業務：一般／特権アカウント登録（ID作成、権限付与）
※アカウントの変更・削除業務もこれに準ずる。

システム
（管理メニュー）

C30

ア
ウ
トプ

ッ
ト

プロセス整理
資料イ

ン
プ
ッ
ト

【Task2】
検証結果報告、
対応策の検討

【Task3-2】
統制効率化

【Task4】
実施結果
の検証

【Task0】
検証範囲
の選定

【Task1】
文書検証

【Task3-1】
個別不備改善

作
業

検証範囲
文書一覧

お
客
様
F
R
I

•検証範囲
の決定

•検証範囲
決定の助言

•検証シート
への記入

•検証シート記入
方法のレクチャー、
Q&A対応

検証シート
（フォーマット）

改善要
課題一覧

効率化対象
一覧

検証シート
（記入済）

検証シート
（記入済）

•検証中の
Q&A対応

•文書検証実施

改善要
課題一覧

効率化対象
一覧

•改善対応策の
検討

•検証結果報告

•改善検討への
助言

改善要課題
検討結果一覧

個別
改善施策

•不備改善の実施
（文書修正、統制
の設計・導入）

•進捗管理

•Q&A対応

•統制効率化
の実施

•進捗管理

•Q&A対応 •実施結果の
レビュー

•改善結果の
とりまとめ

個別個別個別業務プロセス
統制文書

個別
改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策
個別

改善施策策
個別
改善施策策策施策
個別
改善施策策
個別
改善施策 個別

改善施策
個別
改善施策
個別

改善施策
個別
改善施策策
個別
改善施策策策施策
個別
改善施策策
個別
改善施策

改善結果
とりまとめ

レビュー結果個別個別業務プロセス
統制文書
個別個別個別業務プロセス

統制文書 個別
改善施策
個別
改善施策

業務プロセス
統制文書
改善施策策
個別
改善施策施策施策策
個別
改善施策策策策
個別
改善施策策

業務プロセス
統制文書

FRI作成資料

貴社作成資料

検証範囲
文書一覧

改善結果
とりまとめ

作業イメージ

Ｍ 国内

BP-A01-01：
取引先管理
（品目、価格
設定） ─

新規取引先との取引を開始するにあたり、社長は、「（nn） 社長稟議書[取引申
請書にあたる帳票名] 」を精査し、また信用情報等と照合することで、適切な取
引先であることを確認する。確認後、「（nn）社長稟議書」に押印する。

（リスクとして想定していない）

Ｍ 国内

BP-A01-01：

13

営業管理課担当者は、統合管理システムに登録された取引先基本情報と、
「（nn）正規店登録申請書」を参照し、申請書の内容が正確に入力されているこ
とおよび「（nn）正規店登録申請書」に承認印があることを確認する。確認後、[ど
のように証跡を残すか] する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

2

マーケティング推進部車種担当者及び単価設定管理担当者 は、最終確認とし
て、サンプリング検証を行う。サンプリングされたAシステム に登録されたデータ
と、「（nn）メンテナンスリスト」を照合し、「（nn）メンテナンスリスト」の内容が正確
かつ網羅的に登録されていること を、サンプリングしたデータの範囲で確認す
る。確認後、「（nn）メンテナンスリスト」に押印する。
訂正がある場合は、次月の月初第一稼働日に単価設定管理担当者が修正を
行う。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

6

営業管理課担当者は、マーケティング推進部より発信済の「（nn）車種別価格・
マージン表」より、該当車種の抽出、温寒価格差の差額を確認した上で、マス
ターに登録する。登録後、 登録した者以外の担当者が 、統合管理システムより
出力した「（nn）マスターメンテナンスリスト」と「（nn）車種別価格・マージン表」の
仕切価格を照合・検算し、「（nn）車種別価格・マージン表」の内容が正確かつ網
羅的に登録されていることを確認する。確認後、確認後、 [どのように証跡を残
すか]する。

（検討要）
現状業務では、本人が確認して
いるため無効。登録者以外が確
認することでコントロールとなる。

M 国内

BP-A01-01：

1

商品Ｇの車種担当責任者は、 [実施するタイミング]に「（nn）[申請したベース車
に対して、｢価格表｣に対応する仕様価格差計算をエクセルで算出する仕組]」
を参照し、ベース価格に加減算して算出した個別の単価情報に異常値がない
ことを確認する。確認後、 [どのように証跡を残すか] する。

M 国内

BP-A01-01：

9

登録者とは別の 営業企画部営業管理課担当者は、システムに入力した対策値
引データを、「（nn）対策マスターメンテナンスリスト」の出力結果と「（nn）対策値
引依頼書」と照合して、正確かつ網羅的に登録されていることを確認する。確認
後、[どのように証跡を残すか]する。本確認は、当該対策を摘要する納品請求
月の前月、内容が正確に反映するまで、複数回実施する。

（検討要）
現状業務では、本人が確認して
いるため無効。登録者以外が確
認することでコントロールとなる。

S 国内

BP-A01-01：

3

単価が未設定となっている場合は、出荷を行う際に [システム名称]より「出荷情
報エラーリスト」が出力される。
営業企画部営業管理課は単価設定部署へ登録を依頼する。（エラーリストの出

力）

S 国内
BP-A01-01：

─
[システム名称] でのマスタ登録時は 、二重入力はできない仕様となっている。

S 国内

BP-A01-01：

─

[実施者]は、登録後、特約店に対して「（nn）価格通知表」と「（nn）取得税税額表」
を送付することで価格を通知する。マスタの登録間違いがあった場合、出荷時
に発見される。

外部に依存しているため、単独で
はキーコントロールとなりにくい。
別のコントロールとの組み合わせ
が有効

改善要課題

コントロール記載例分類 ｻﾌﾞﾌﾟﾛｾｽ名
（ID含む）

ｺﾝﾄﾛｰﾙＮ
Ｏ．

貴社版のコントロール記載例

統制区分

検証シート

販売 売上
計上

マスタ管理

1

架空の得意先
を得意先マスタ
に登録する。

1.1

新規取引先との契約にあ
たって、承認手続に基づい
て、責任者が信用情報等
客観的資料と照合を行い、
取引先を承認する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：
取引先管理
（品目、価格
設定） ─

新規取引先との取引を開始するにあたり、社長は、「（nn）社長稟議書[取引申
請書にあたる帳票名]」を精査し、また信用情報等と照合することで、適切な取
引先であることを確認する。確認後、「（nn）社長稟議書」に押印する。

1.2

マスタの入力者は、アクセ
ス権で制御されている。

2

取引先マスタ
の
・二重登録
・誤り
（・登録漏れ）
が発生する。

2.1

マスタ登録後にプルーフリ
ストを出し、登録者以外の
者が、登録内容を確認す
る。

（リスクとして想定していない）

3

正当でない（正
式な承認手続
きを受けていな
い）与信限度や
取引条件が登
録される。

3.1

取引先マスタの登録後、出
力したプルーフリストと承認
書を照合し、承認された内
容が正確にマスタ登録され
ていることを確認する。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

13

営業管理課担当者は、統合管理システムに登録された取引先基本情報と、
「（nn）正規店登録申請書」を参照し、申請書の内容が正確に入力されているこ
とおよび「（nn）正規店登録申請書」に承認印があることを確認する。確認後、[ど
のように証跡を残すか]する。

4

価格マスタの
・二重登録
・誤り
・登録漏れ（更
新漏れ）
が発生する。

4.1

マスタ登録後にプルーフリ
ストを出し、登録者以外の
者が、登録内容を確認す
る。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

2

マーケティング推進部車種担当者及び単価設定管理担当者は、最終確認とし
て、サンプリング検証を行う。サンプリングされたAシステムに登録されたデータ
と、「（nn）メンテナンスリスト」を照合し、「（nn）メンテナンスリスト」の内容が正確
かつ網羅的に登録されていることを、サンプリングしたデータの範囲で確認す
る。確認後、「（nn）メンテナンスリスト」に押印する。
訂正がある場合は、次月の月初第一稼働日に単価設定管理担当者が修正を
行う。

Ｍ 国内

BP-A01-01：

6

営業管理課担当者は、マーケティング推進部より発信済の「（nn）車種別価格・
マージン表」より、該当車種の抽出、温寒価格差の差額を確認した上で、マス
ターに登録する。登録後、登録した者以外の担当者が、統合管理システムより
出力した「（nn）マスターメンテナンスリスト」と「（nn）車種別価格・マージン表」の
仕切価格を照合・検算し、「（nn）車種別価格・マージン表」の内容が正確かつ網
羅的に登録されていることを確認する。確認後、確認後、[どのように証跡を残
すか]する。

M 国内

BP-A01-01：

1

商品Ｇの車種担当責任者は、[実施するタイミング]に「（nn）[申請したベース車
に対して、｢価格表｣に対応する仕様価格差計算をエクセルで算出する仕組]」
を参照し、ベース価格に加減算して算出した個別の単価情報に異常値がない
ことを確認する。確認後、[どのように証跡を残すか]する。

M 国内

BP-A01-01：

9

登録者とは別の営業企画部営業管理課担当者は、システムに入力した対策値
引データを、「（nn）対策マスターメンテナンスリスト」の出力結果と「（nn）対策値
引依頼書」と照合して、正確かつ網羅的に登録されていることを確認する。確認
後、[どのように証跡を残すか]する。本確認は、当該対策を摘要する納品請求
月の前月、内容が正確に反映するまで、複数回実施する。

4.2

定期的に分析を行い、異常
値がないことを確認する。

S 国内

BP-A01-01：

3

単価が未設定となっている場合は、出荷を行う際に[システム名称]より「出荷情
報エラーリスト」が出力される。
営業企画部営業管理課は単価設定部署へ登録を依頼する。（エラーリストの出
力）

S 国内
BP-A01-01：

─
[システム名称]でのマスタ登録時は、二重入力はできない仕様となっている。

5

正当でない（正
式な承認手続
きを受けていな
い）価格マスタ
が登録される。 5.1

マスタの登録後、出力した
プルーフリストと承認書を
照合し、承認された内容が
正確にマスタ登録されてい
ることを確認する。 S 国内

BP-A01-01：

─

[実施者]は、登録後、特約店に対して「（nn）価格通知表」と「（nn）取得税税額表」
を送付することで価格を通知する。マスタの登録間違いがあった場合、出荷時
に発見される。

5.2

マスタの入力者は、アクセ
ス権で制御されている。
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